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障がい福祉シリーズ

トバ！トバ！トバ！トバ！

とばチャレンジ！！とばチャレンとばチャレンジ！！とばチャレンジ！！

トライ　バリアフリー
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重度心身障害者タクシー料金助成制度
＜内容＞
　重度の障がいを持っているかたに、タクシーの割引チケットを発
行し、外出の手助けをするものです。1乗車につき 630 円引きにな
るチケットを、年間最大で 36枚発行します。

＜対象者＞
　視覚・下肢・体幹・内部障害で身体障
害者 1 級・2 級、療育手帳 A 判定、精
神保健福祉手帳 1級をお持ちのかた。
※施設入所者および自動車税の減免を受
　けているかたは対象外

有料道路割引制度
＜内容＞
　高速道路などを通行する
際に、その通行料が 5 割引
になるもので、障害者手帳
に割引証明を付けるタイプ
と、ETC を利用するタイプ
の 2通りがあります。

＜対象者＞
○　本人運転の場合は、身体障害者手帳、療育
　手帳をお持ちのかたすべて。
○　介護者運転の場合は、第 1 種の身体障害者
　手帳またはA判定の療育手帳をお持ちのかた。

有料道路割引制度

自動車ガソリン費の補助
＜内容＞
　身体に障害のあるかたが、生活のために本
人または家族が所有する自動車を本人自らが
運転する場合に、1 か月 50 リットルを限度
として、1 リットルあたり55円のガソリン費
を補助します。

＜対象者＞
　身体障害者
手帳 1級・2
級をお持ちの
かた。

外
NHK放送受信料の減免制度

＜内容＞
　一部の身体障がいおよび重度の知的障がいがあ
るかたの世帯に対し、NHK の放送受信料の全額
または半額を免除する制度です。

＜対象者＞
○　全額免除の場合は、身体障害者手帳をお持ち
　のかたがいる市民税非課税世帯、療育手帳をお
　持ちのかたがいる市民税非課税世帯、精神保健
　福祉手帳をお持ちのかたがいる市民税非課税世
　帯のかたとなります。
○　半額免除の場合は、
　身体障害者手帳 1級・
　2級、療育手帳A判
　定、精神保健福祉手
　帳 1級をお持ちのか
　たで、放送契約者で
　ある世帯主のかた。

そ の 他
　「公共交通機関運賃助成制
度」として、公共交通機関を
利用した際にその運賃が割り
引きになる制度や、「携帯電
話の基本使用料の割引制度
「NTT 無料番号案内」などが
あります。

（1か月 50ℓまで）


